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１  計画の目的                                             

「本宮市男女共同参画推進条例」では、男女共同参画を「男女が、社会の対等な構

成員として、自らの意思により社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が

確保されるとともに、男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を受け

ることができ、かつ、共に責任を担うこと」と定義しております。 

市、市民、及び事業者が協力し、総合的かつ計画的に男女共同参画社会の実現に

向けた取組みを推進することを本計画の目的とします。 

 

２ 計画の位置付け                                             

（１）法令との関係 

本計画は、男女共同参画社会基本法第 14 条第 3 項に規定する「市町村男女共同

参画基本計画」及び本宮市男女共同参画推進条例第 10 条第 1 項に規定する「基本

計画」として策定するものです。 

また、本計画の「基本目標Ⅱ 人権尊重と暴力のない社会づくり」は、「配偶者暴力

防止法（配偶者からの暴力の防止及び被害者保護に関する法律）」第２条の３第３項

に規定する「市町村における配偶者からの暴力防止及び被害者の保護のための施策

の実施に関する基本的な計画（配偶者暴力防止基本計画）」に位置付けます。 

さらに、本計画の「基本目標Ⅲ あらゆる分野における女性活躍の実現」は、「女性

活躍推進法（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律）」第６条第２項に規

定する「女性活躍の推進計画」に位置付けます。 

 

（２）総合計画との関係 

本計画は、「本宮市第２次総合計画※」の部門別計画と位置づけ、「男女共同参画の

推進」に関する施策を、総合的かつ計画的に実施するための基本指針となるもので

す。 
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３ 計画の期間                                                

本計画の計画期間は、令和元年度から令和 5年度までの 5年間とします。 

ただし、計画期間中の国や県をはじめ社会情勢等の変化に応じて、必要な見直し

を行います。 

 

 

４ 計画の基本理念                                             

本市では、平成 21 年に「本宮市男女共同参画基本計画」を策定して以降、平成 25

年の改定を行いながら男女共同参画に関する取組みを進めてきました。本計画では、

男女共同参画の次の段階を見据え、基本目標及び取組みを見直しますが、「本宮市男

女共同参画推進条例」が謳う次の 8つの基本理念についてこれを継承していきます。 

 

  基本理念１ 男女の人権尊重 

男女が、性別により差別的取扱いを受けることなく、個性や能力が十分に発

揮できる機会が確保されるとともに、男女の個人としての人権が尊重されるこ

と。 

 

  基本理念２ 社会における制度又は慣行についての配慮 

性別による固定的役割分担意識※に基づく社会における制度や慣行が、男女

の社会における活動の自由な選択に影響を及ぼさないよう配慮されること。 

 

  基本理念３ 政策等の立案及び決定における共同参画機会の確保 

男女が、社会の対等な構成員として、市における政策又は家庭、職場、学校、

地域その他の社会のあらゆる分野における方針の立案及び決定に共同して参

画する機会が確保されること。 

 

  基本理念４ 家庭生活における活動と社会的活動の両立 

家族を構成する男女が、互いの協力と社会の支援の下に、家庭生活における

活動と職場、学校、地域等における社会的活動を両立できること。 
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  基本理念５ 男女が共同で子育てに参画できる環境づくり 

子どもを安心して産み、育てるため、家庭、地域その他の社会のあらゆる場に

おいて、男女が共に積極的に子育てに参画するとともに、その環境づくりへの

取組みが推進されること。 

 

  基本理念６ あらゆる教育の場における男女共同参画の理解の取り組み 

学校教育その他のあらゆる教育の場において、男女共同参画への理解を深め

るための取組みが推進されること。 

 

  基本理念７ 男女の性の理解と生涯にわたる健康への配慮 

男女が、対等な関係の下に、互いの性に関する理解を深め、妊娠、出産その他

の性と生殖に関する事項について自らの意思が尊重されるとともに、生涯にわ

たり健康な生活を営むことについて配慮されること。 

 

  基本理念８ 国際的な取組みと協調した男女共同参画の推進 

国際社会の動向に留意し、国際的な取組みと協調して推進されること。 
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５ 計画の基本目標                                             

男女共同参画社会の実現のため、「本宮市男女共同参画基本計画」では、基本理念

に基づき、次の４つの基本目標を定め、それぞれの目標ごとに施策の方向を明らかに

し、取組みを進めることとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標Ⅱ 

人権尊重と暴力のない社会づくり 

 

 

基本目標Ⅲ 

あらゆる分野における女性活躍の実現 

 

基本目標Ⅰ 

男女共同参画の理解促進と教育・学習の充実 

 

基本目標Ⅳ 

男女がいきいきと暮らせる社会づくり 
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６ 計画の体系                                               

【本宮市第２次男女共同参画基本計画の体系図】 

1

基本目標 施策の柱

1 男女共同参画の理解促進

男
女
共
同
参
画
社
会
の
実
現

Ⅰ
男女共同参画の意識づく
り

2 国際的取組みとの協調

男女がいきいきと暮らせ
る社会づくり

仕事と生活の調和（ワーク・
ライフ・バランス）の推進

働く場における男女共同参画
の推進

Ⅱ
人権尊重と暴力のない社
会づくり

2 男女間のあらゆる暴力の根絶

1 人権尊重の意識づくり

生活の安定に向けた福祉対策
の推進

Ⅲ
あらゆる分野における女
性活躍の実現

3

Ⅳ

3
防災分野における男女共同参
画の推進

2

心と体の健康支援1
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2

3

家庭・地域活動等における男女共同参画の推進

1 女性の視点に立った防災体制づくりの推進

障がい者とその家族に対する支援

高齢者の自立支援と福祉の充実

1

2

人権尊重の意識啓発と学習機会の充実

防災活動等における女性参画の推進2

3 様々なハラスメントによる被害の防止

1 暴力を根絶する取組みの推進

2 暴力被害者への支援の充実

2

1 公的分野における女性参画の推進

1

2 男女平等意識を高める生涯学習の推進

1

メディアにおける人権の尊重

1 国際理解と国際交流の推進

2
性と生殖に関する健康・権利（リプロダクティブ・ヘルス/ライ
ツ）の意識の啓発

1 ひとり親家庭等に対する支援

生涯を通した健康づくりの支援

施策の方向

1 男女共同参画社会の形成に向けての市民意識の醸成

3 女性が活躍できる環境づくりの推進と情報の発信

2 企業・各種団体等への女性参画の促進

仕事と家庭の両立支援

 


